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秋田県建設工事紛争審査会秋田県建設工事紛争審査会秋田県建設工事紛争審査会秋田県建設工事紛争審査会のののの委員委員委員委員のののの定数定数定数定数をををを定定定定めるめるめるめる条例案条例案条例案条例案についてについてについてについて

平成２６年２月２６日

建 設 政 策 課

１ 制定理由

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律（平成２５年法律第４４号）による建設業法（昭和２４年法律第１００号）の

一部改正により、秋田県建設工事紛争審査会の委員の定数を定める必要がある。

２ 制定内容

建設業法第２５条第３項の規定により設置する秋田県建設工事紛争審査会の委員の定

数は、１５人以内とすることとする。

３ 施行期日

平成２６年４月１日

４ 建設工事紛争審査会について

（１）所掌事務

建設工事の請負に関する紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行う。

（２）委員の構成

学識経験者（請負契約の解釈、建設工事の技術等について識見を有する者）

（３）改正前の法律に定める定数・・・・１５人以内

（４）現在の秋田県建設工事紛争審査会について

① 委員数 １０人

② 委員構成内訳

・法律に係る学識経験者

（弁護士、司法書士）

・建設工事に係る学識経験者

（建築士、大学等教授・准教授）
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秋田県土地利用審査会条例秋田県土地利用審査会条例秋田県土地利用審査会条例秋田県土地利用審査会条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例案条例案条例案条例案についてについてについてについて

平成２６年２月２６日

建 設 政 策 課

１ 改正理由

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成２５年法律第４４号）による国土利用計画法（昭和２５年法律第４

４号）の一部改正により秋田県土地利用審査会の委員の定数を定める等の必要がある。

２ 改正内容

(1) 秋田県土地利用審査会は、委員７人以内で組織することとする。（第２条関係）

(2) その他所要の規定の整備を行うこととする。

３ 施行期日

平成２６年４月１日

４ 秋田県土地利用審査会について

（１）所掌事務

① 地価の急激な上昇に際して、適正かつ合理的な土地利用を確保するため知事が

行う注視区域・監視区域・規制区域の指定及び解除についての申出または確認。

（法第 27 条の 3、同条の 6 等）

② 土地取引の届出について、知事が勧告する場合の意見申出。（法第 24 条第 1 項）

③ 知事が認定した遊休土地の利用又は処分に関する計画書について、勧告する場

合の意見の申出。（法第 31 条第 1 項）

（２）委員の構成

土地利用、地価等に優れた知識と経験を有し、公共の福祉に関し公平な判断がで

きる者のうちから、知事が、議会の同意を得て、任命する。（法第 39 条第 4 項）

（３）改正前の法律に定める定数：７人 → 改正後の法律に定める定数：５人以上

（４）現在の秋田県土地利用審査会について

① 委員数 ７人

② 委員構成内訳

土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、

公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者

（内訳：法律実務、不動産鑑定、自然環境保全、都市計画、農業、林業、学識経験）
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消費税率消費税率消費税率消費税率のののの引引引引きききき上上上上げにげにげにげに伴伴伴伴うううう建設部関係条例建設部関係条例建設部関係条例建設部関係条例のののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする

条例案条例案条例案条例案についてについてについてについて

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税法の一部を改正する等の法律び秋田県県税条例の一部を改正する条例の

施行に伴う建設部関係条例の整備に関する条例案

平成２６年２月２６日

建 設 政 策 課

１１１１ 改正理由改正理由改正理由改正理由

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律による消費税法の一部改正及び秋田県県税条例の一部

を改正する条例の施行に伴い、建設部関係条例の使用料等の額を引き上げる。

次の条例については、改正理由が消費税率の引き上げのみであり、１本の整備

条例として一括改正する。(消費税率以外の要素等を含む場合は個別条例を改正)

２２２２ 改正内容改正内容改正内容改正内容

次の使用料等の額を引き上げることとする。（改定内容は別表のとおり）

条 例 使 用 料 所管課

秋田県法定外公共用財産の使用等に関する 土石等の採取の収益 建設政策課

条例（平成１２年秋田県条例第９７号） 料

秋田県河川流水占用料等徴収条例 流水占用料及び土石 河川砂防課

（平成１２年秋田県条例第１０２号） 採取料その他の河川

産出物採取料

秋田県公共海岸占用料等徴収条例 土石採取料 河川砂防課

（平成１２年秋田県条例第１０３号）

砂防法施行条例 土石採取料 河川砂防課

（平成１５年秋田県条例第３２号）

秋田県港湾区域内及び港湾隣接地域内にお 土砂採取料 港湾空港課

ける行為の規制等に関する条例

（平成１２年秋田県条例第１０６号）

秋田県十和田湖公共下水道条例 十和田湖公共下水道 下水道課

（平成３年秋田県条例第１４号） 使用料

秋田県空港管理条例 空港着陸料、停留料 港湾空港課

（昭和５６年秋田県条例第１３号） 駐車場の駐車料金

秋田県大館能代空港周辺ふれあい緑地条例 テニスコート等の使 港湾空港課

（平成１１年秋田県条例第３６号） 用料

３３３３ 施行期日施行期日施行期日施行期日

平成２６年４月１日（各条例により経過措置あり）
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別表 使用料別表 使用料別表 使用料別表 使用料のののの改定内容改定内容改定内容改定内容

１ 秋田県法定外公共用財産の使用等に関する条例（土石等の採取の収益料）

２ 秋田県河川流水占用料等徴収条例

（流水占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料）

３ 秋田県公共海岸占用料等徴収条例（土石採取料）

４ 砂防法施行条例（土石採取料）

５ 秋田県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例

（土砂採取料）

６ 秋田県空港管理条例（空港着陸料、停留料）

上記の１～６に共通

区 分 新 旧

各使用料等の消費税率(算出して得た額に乗じる) １．０８ １．０５

７ 秋田県十和田湖公共下水道条例（下水道使用料）

区 分 新 旧

基本使用料（10㎥以下） 972円 900円に1.05を乗じて得た額

10㎥を超え30㎥以下 1㎥に 118.8円 110円に1.05を乗じて得た額

30㎥を超え50㎥以下 つき 172.8円 160円に1.05を乗じて得た額

50㎥を超える部分 270円 250円に1.05を乗じて得た額

８ 秋田県空港管理条例（駐車料金）

① 午後10時15分から翌日の午前６時までの駐車料金（台）

区 分 新 旧

大型自動車等駐車場 ５１０円 ５００円

立体駐車場 ３６０円 ３５０円

第一駐車場及び第二駐車場 ２６０円 ２５０円

② 駐車時間２４時間ごとを上限とする駐車料金（台）

区 分 新 旧

大型自動車等駐車場 １，０３０円 １，０００円

立体駐車場 ７２０円 ７００円

第一駐車場及び第二駐車場 ５１０円 ５００円

第三駐車場 ３１０円 ３００円

③ ４８０時間（２０日）までの駐車料金の上限額（台）

区 分 新 旧

大型自動車等駐車場 ２，０６０円 ２，０００円

立体駐車場 ２，８８０円 ２，８００円

第一駐車場及び第二駐車場 ２，０６０円 ２，０００円

第三駐車場 １，２３０円 １，２００円

９ 秋田県大館能代空港周辺ふれあい緑地条例（施設使用料(時間当たり)）

区 分 新 旧

テニスコート使用料 ２２０円 ２１０円

センターハウス、会議室及び研修室の使用料 ３６０円 ３５０円
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正

）

新

旧

（

占

用

料

等

の

額

）

（

占

用

料

等

の

額

）

第

三

条

略

第

三

条

略

２

土

石

採

取

料

の

額

は

、

別

表

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

額

に

一

２

土

石

採

取

料

の

額

は

、

別

表

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

額

に

一

・

〇

八

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

が

百

円

に

満

た

な

い

場

合

に

あ

っ

て

は

・

〇

五

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

が

百

円

に

満

た

な

い

場

合

に

あ

っ

て

は

、

百

円

）

と

す

る

。

、

百

円

）

と

す

る

。

砂

防

法

施

行

条

例

の

一

部

改

正

（

第

一

条

第

四

号

に

よ

る

改

正

）

新

旧

（

占

用

料

等

の

額

）

（

占

用

料

等

の

額

）

第

十

六

条

略

第

十

六

条

略

２

土

石

採

取

料

の

額

は

、

別

表

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

額

に

一

２

土

石

採

取

料

の

額

は

、

別

表

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

額

に

一

・

〇

八

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

が

百

円

に

満

た

な

い

場

合

に

あ

っ

て

は

・

〇

五

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

が

百

円

に

満

た

な

い

場

合

に

あ

っ

て

は

、

百

円

）

と

す

る

。

、

百

円

）

と

す

る

。

秋

田

県

港

湾

区

域

内

及

び

港

湾

隣

接

地

域

内

に

お

け

る

行

為

の

規

制

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

（

第

一

条

第

五

号

に

よ

る

改

正

）

新

旧

（

占

用

料

等

の

額

）

（

占

用

料

等

の

額

）

第

九

条

略

第

九

条

略

２

土

砂

採

取

料

の

額

は

、

別

表

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

額

に

一

２

土

砂

採

取

料

の

額

は

、

別

表

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

額

に

一
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・

〇

八

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

が

百

円

に

満

た

な

い

場

合

に

あ

っ

て

は

・

〇

五

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

が

百

円

に

満

た

な

い

場

合

に

あ

っ

て

は

、

百

円

）

と

す

る

。

、

百

円

）

と

す

る

。

秋

田

県

十

和

田

湖

公

共

下

水

道

条

例

の

一

部

改

正

（

第

二

条

に

よ

る

改

正

）

新

旧

（

使

用

料

の

徴

収

等

）

（

使

用

料

の

徴

収

等

）

第

十

二

条

略

第

十

二

条

略

２

略

２

略

３

使

用

月

に

お

け

る

使

用

料

の

額

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

算

定

し

た

排

除

３

使

用

月

に

お

け

る

使

用

料

の

額

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

算

定

し

た

排

除

汚

水

量

に

応

じ

、

別

表

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

算

出

し

た

額

汚

水

量

に

応

じ

、

別

表

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

算

出

し

た

額

に

一

・

〇

五

（

そ

の

額

に

一

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

端

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

一

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

端

数

金

額

を

切

り

捨

て

た

額

）

と

す

る

。

た

だ

し

、

使

用

月

の

中

途

か

ら

公

共

数

金

額

を

切

り

捨

て

た

額

）

と

す

る

。

た

だ

し

、

使

用

月

の

中

途

か

ら

公

共

下

水

道

の

使

用

を

開

始

し

た

場

合

（

現

に

休

止

し

て

い

る

そ

の

使

用

を

再

開

下

水

道

の

使

用

を

開

始

し

た

場

合

（

現

に

休

止

し

て

い

る

そ

の

使

用

を

再

開

し

た

場

合

を

含

み

、

一

時

使

用

者

の

使

用

の

場

合

を

除

く

。

）

又

は

中

途

休

し

た

場

合

を

含

み

、

一

時

使

用

者

の

使

用

の

場

合

を

除

く

。

）

又

は

中

途

休

止

等

の

場

合

で

、

当

該

使

用

月

に

お

け

る

排

除

汚

水

量

が

同

表

に

定

め

る

基

止

等

の

場

合

で

、

当

該

使

用

月

に

お

け

る

排

除

汚

水

量

が

同

表

に

定

め

る

基

本

使

用

料

に

係

る

排

除

汚

水

量

の

最

大

量

の

二

分

の

一

の

量

に

満

た

な

い

と

本

使

用

料

に

係

る

排

除

汚

水

量

の

最

大

量

の

二

分

の

一

の

量

に

満

た

な

い

と

き

の

使

用

料

の

額

は

、

同

表

に

定

め

る

基

本

使

用

料

の

額

の

二

分

の

一

の

額

き

の

使

用

料

の

額

は

、

同

表

に

定

め

る

基

本

使

用

料

の

額

の

二

分

の

一

の

額

（

そ

の

額

に

一

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

に

一

・

〇

五

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

一

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

端

数

金

額

を

切

り

捨

て

た

額

）

と

す

る

。

は

、

当

該

端

数

金

額

を

切

り

捨

て

た

額

）

と

す

る

。

４

～

６

略

４

～

６

略

別

表

（

第

十

二

条

関

係

）

別

表

（

第

十

二

条

関

係

）

区

分

排

除

汚

水

量

使

用

料

の

額

区

分

排

除

汚

水

量

使

用

料

の

額

基

本

使

用

料

一

〇

立

方

メ

ー

ト

ル

以

下

九

七

二

円

基

本

使

用

料

一

〇

立

方

メ

ー

ト

ル

以

下

九

〇

〇

円

一

〇

立

方

メ

ー

ト

ル

を

超

一

〇

立

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

三

〇

立

方

メ

ー

ト

ル

以

一

立

方

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

え

三

〇

立

方

メ

ー

ト

ル

以

一

立

方

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

下

の

部

分

一

一

八

・

八

円

下

の

部

分

一

一

〇

円
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三

〇

立

方

メ

ー

ト

ル

を

超

三

〇

立

方

メ

ー

ト

ル

を

超

従

量

使

用

料

え

五

〇

立

方

メ

ー

ト

ル

以

一

立

方

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

従

量

使

用

料

え

五

〇

立

方

メ

ー

ト

ル

以

一

立

方

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

下

の

部

分

一

七

二

・

八

円

下

の

部

分

一

六

〇

円

五

〇

立

方

メ

ー

ト

ル

を

超

一

立

方

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

五

〇

立

方

メ

ー

ト

ル

を

超

一

立

方

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

え

る

部

分

二

七

〇

円

え

る

部

分

二

五

〇

円

備

考

略

備

考

略

秋

田

県

空

港

管

理

条

例

の

一

部

改

正

（

第

三

条

に

よ

る

改

正

）

新

旧

附

則

附

則

１

～

５

略

１

～

５

略

（

本

邦

外

の

地

点

と

の

間

の

路

線

の

利

用

に

係

る

駐

車

料

金

の

特

例

）

（

本

邦

外

の

地

点

と

の

間

の

路

線

の

利

用

に

係

る

駐

車

料

金

の

特

例

）

６

当

分

の

間

、

秋

田

空

港

と

本

邦

外

の

地

点

と

の

間

の

路

線

に

お

い

て

航

空

６

当

分

の

間

、

秋

田

空

港

と

本

邦

外

の

地

点

と

の

間

の

路

線

に

お

い

て

航

空

運

送

事

業

の

用

に

供

す

る

航

空

機

を

利

用

す

る

者

が

自

動

車

を

駐

車

さ

せ

る

運

送

事

業

の

用

に

供

す

る

航

空

機

を

利

用

す

る

者

が

自

動

車

を

駐

車

さ

せ

る

場

合

に

お

け

る

別

表

第

二

備

考

第

四

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

号

場

合

に

お

け

る

別

表

第

二

備

考

第

四

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

号

㈠

中

「

二

、

〇

六

〇

円

」

と

あ

る

の

は

「

一

、

〇

三

〇

円

」

と

、

同

号

㈡

中

㈠

中

「

二

、

〇

〇

〇

円

」

と

あ

る

の

は

「

一

、

〇

〇

〇

円

」

と

、

同

号

㈡

中

「

二

、

八

八

〇

円

」

と

あ

る

の

は

「

一

、

四

四

〇

円

」

と

、

同

号

㈢

中

「

二

「

二

、

八

〇

〇

円

」

と

あ

る

の

は

「

一

、

四

〇

〇

円

」

と

、

同

号

㈢

中

「

二

、

〇

六

〇

円

」

と

あ

る

の

は

「

一

、

〇

三

〇

円

」

と

、

同

号

㈣

中

「

一

、

二

、

〇

〇

〇

円

」

と

あ

る

の

は

「

一

、

〇

〇

〇

円

」

と

、

同

号

㈣

中

「

一

、

二

三

〇

円

」

と

あ

る

の

は

「

六

二

〇

円

」

と

す

る

。

〇

〇

円

」

と

あ

る

の

は

「

六

〇

〇

円

」

と

す

る

。

別

表

第

一

（

第

十

七

条

関

係

）

別

表

第

一

（

第

十

七

条

関

係

）

区

分

着

陸

料

等

の

額

区

分

着

陸

料

等

の

額

一

タ

ー

ボ

ジ

ェ

ッ

ト

発

動

機

を

装

備

す

る

航

空

機

に

つ

一

タ

ー

ボ

ジ

ェ

ッ

ト

発

動

機

を

装

備

す

る

航

空

機

に

つ

い

て

は

、

航

空

機

の

着

陸

一

回

ご

と

に

、

次

に

掲

げ

る

い

て

は

、

航

空

機

の

着

陸

一

回

ご

と

に

、

次

に

掲

げ

る

金

額

の

合

計

額

（

国

内

航

空

に

従

事

す

る

航

空

機

に

あ

金

額

の

合

計

額

（

国

内

航

空

に

従

事

す

る

航

空

機

に

あ

つ

て

は

、

当

該

合

計

額

に

一

・

〇

八

を

乗

じ

て

得

た

額

つ

て

は

、

当

該

合

計

額

に

一

・

〇

五

を

乗

じ

て

得

た

額

）

と

す

る

。

）

と

す

る

。
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着

陸

料

㈠

・

㈡

略

着

陸

料

㈠

・

㈡

略

二

そ

の

他

の

航

空

機

に

つ

い

て

は

、

航

空

機

の

着

陸

一

二

そ

の

他

の

航

空

機

に

つ

い

て

は

、

航

空

機

の

着

陸

一

回

ご

と

に

、

次

に

掲

げ

る

金

額

（

国

内

航

空

に

従

事

す

回

ご

と

に

、

次

に

掲

げ

る

金

額

（

国

内

航

空

に

従

事

す

る

航

空

機

に

あ

つ

て

は

、

当

該

金

額

に

一

・

〇

八

を

乗

る

航

空

機

に

あ

つ

て

は

、

当

該

金

額

に

一

・

〇

五

を

乗

じ

て

得

た

額

）

と

す

る

。

じ

て

得

た

額

）

と

す

る

。

㈠

・

㈡

略

㈠

・

㈡

略

停

留

す

る

航

空

機

に

つ

い

て

、

停

留

時

間

二

十

四

時

間

停

留

す

る

航

空

機

に

つ

い

て

、

停

留

時

間

二

十

四

時

間

ご

と

に

、

航

空

機

の

重

量

を

そ

れ

ぞ

れ

次

の

各

級

に

区

分

ご

と

に

、

航

空

機

の

重

量

を

そ

れ

ぞ

れ

次

の

各

級

に

区

分

し

て

順

次

に

各

料

金

率

を

適

用

し

て

計

算

し

て

得

た

金

額

し

て

順

次

に

各

料

金

率

を

適

用

し

て

計

算

し

て

得

た

金

額

停

留

料

の

合

計

額

（

国

内

航

空

に

従

事

す

る

航

空

機

に

あ

つ

て

は

停

留

料

の

合

計

額

（

国

内

航

空

に

従

事

す

る

航

空

機

に

あ

つ

て

は

、

当

該

合

計

額

に

一

・

〇

八

を

乗

じ

て

得

た

額

）

、

当

該

合

計

額

に

一

・

〇

五

を

乗

じ

て

得

た

額

）

一

・

二

略

一

・

二

略

備

考

略

備

考

略

別

表

第

二

（

第

十

九

条

関

係

）

別

表

第

二

（

第

十

九

条

関

係

）

駐

車

料

金

の

額

駐

車

料

金

の

額

秋

田

空

港

の

駐

車

場

に

秋

田

空

港

の

駐

車

場

に

秋

田

空

港

の

駐

車

場

に

お

い

て

は

午

後

十

時

十

秋

田

空

港

の

駐

車

場

に

お

い

て

は

午

後

十

時

十

お

い

て

は

午

前

六

時

か

五

分

か

ら

翌

日

の

午

前

お

い

て

は

午

前

六

時

か

五

分

か

ら

翌

日

の

午

前

区

分

ら

午

後

十

時

十

五

分

ま

六

時

ま

で

、

大

館

能

代

区

分

ら

午

後

十

時

十

五

分

ま

六

時

ま

で

、

大

館

能

代

で

、

大

館

能

代

空

港

の

空

港

の

駐

車

場

に

お

い

で

、

大

館

能

代

空

港

の

空

港

の

駐

車

場

に

お

い

駐

車

場

に

お

い

て

は

午

て

は

午

後

七

時

四

十

五

駐

車

場

に

お

い

て

は

午

て

は

午

後

七

時

四

十

五

前

七

時

三

十

分

か

ら

午

分

か

ら

翌

日

の

午

前

七

前

七

時

三

十

分

か

ら

午

分

か

ら

翌

日

の

午

前

七

後

七

時

四

十

五

分

ま

で

時

三

十

分

ま

で

後

七

時

四

十

五

分

ま

で

時

三

十

分

ま

で

大

型

自

動

車

等

駐

一

台

一

時

間

に

つ

き

一

台

に

つ

き

大

型

自

動

車

等

駐

一

台

一

時

間

に

つ

き

一

台

に

つ

き

車

場

一

〇

〇

円

五

一

〇

円

車

場

一

〇

〇

円

五

〇

〇

円

一

台

一

時

間

に

つ

き

一

台

に

つ

き

一

台

一

時

間

に

つ

き

一

台

に

つ

き

立

体

駐

車

場

七

〇

円

三

六

〇

円

立

体

駐

車

場

七

〇

円

三

五

〇

円

第

一

駐

車

場

及

び

一

台

一

時

間

に

つ

き

一

台

に

つ

き

第

一

駐

車

場

及

び

一

台

一

時

間

に

つ

き

一

台

に

つ

き

第

二

駐

車

場

五

〇

円

二

六

〇

円

第

二

駐

車

場

五

〇

円

二

五

〇

円
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略

略

略

略

略

略

備

考

備

考

一

・

二

略

一

・

二

略

三

駐

車

料

金

の

額

は

、

駐

車

時

間

に

つ

い

て

、

こ

の

表

の

区

分

に

よ

り

三

駐

車

料

金

の

額

は

、

駐

車

時

間

に

つ

い

て

、

こ

の

表

の

区

分

に

よ

り

計

算

し

て

得

た

額

と

す

る

。

た

だ

し

、

駐

車

時

間

二

十

四

時

間

ご

と

に

計

算

し

て

得

た

額

と

す

る

。

た

だ

し

、

駐

車

時

間

二

十

四

時

間

ご

と

に

、

次

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

そ

れ

ぞ

れ

次

に

掲

げ

る

額

を

上

限

と

す

る

、

次

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

そ

れ

ぞ

れ

次

に

掲

げ

る

額

を

上

限

と

す

る

。

。

㈠

大

型

自

動

車

等

駐

車

場

一

、

〇

三

〇

円

㈠

大

型

自

動

車

等

駐

車

場

一

、

〇

〇

〇

円

㈡

立

体

駐

車

場

七

二

〇

円

㈡

立

体

駐

車

場

七

〇

〇

円

㈢

第

一

駐

車

場

及

び

第

二

駐

車

場

五

一

〇

円

㈢

第

一

駐

車

場

及

び

第

二

駐

車

場

五

〇

〇

円

㈣

第

三

駐

車

場

三

一

〇

円

㈣

第

三

駐

車

場

三

〇

〇

円

四

前

号

の

規

定

に

よ

る

駐

車

料

金

の

額

が

次

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

そ

四

前

号

の

規

定

に

よ

る

駐

車

料

金

の

額

が

次

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

そ

れ

ぞ

れ

次

に

掲

げ

る

額

を

超

え

る

と

き

は

、

当

該

額

を

駐

車

料

金

の

額

れ

ぞ

れ

次

に

掲

げ

る

額

を

超

え

る

と

き

は

、

当

該

額

を

駐

車

料

金

の

額

と

す

る

。

た

だ

し

、

駐

車

時

間

が

四

百

八

十

時

間

を

超

え

る

と

き

は

、

と

す

る

。

た

だ

し

、

駐

車

時

間

が

四

百

八

十

時

間

を

超

え

る

と

き

は

、

当

該

額

に

入

車

後

四

百

八

十

時

間

を

超

え

た

時

か

ら

出

車

す

る

時

ま

で

当

該

額

に

入

車

後

四

百

八

十

時

間

を

超

え

た

時

か

ら

出

車

す

る

時

ま

で

の

時

間

に

つ

い

て

前

号

の

規

定

に

基

づ

き

計

算

し

て

得

た

額

を

加

え

て

の

時

間

に

つ

い

て

前

号

の

規

定

に

基

づ

き

計

算

し

て

得

た

額

を

加

え

て

得

た

額

を

駐

車

料

金

の

額

と

す

る

。

得

た

額

を

駐

車

料

金

の

額

と

す

る

。

㈠

大

型

自

動

車

等

駐

車

場

二

、

〇

六

〇

円

㈠

大

型

自

動

車

等

駐

車

場

二

、

〇

〇

〇

円

㈡

立

体

駐

車

場

二

、

八

八

〇

円

㈡

立

体

駐

車

場

二

、

八

〇

〇

円

㈢

第

一

駐

車

場

及

び

第

二

駐

車

場

二

、

〇

六

〇

円

㈢

第

一

駐

車

場

及

び

第

二

駐

車

場

二

、

〇

〇

〇

円

㈣

第

三

駐

車

場

一

、

二

三

〇

円

㈣

第

三

駐

車

場

一

、

二

〇

〇

円

五

略

五

略

秋

田

県

大

館

能

代

空

港

周

辺

ふ

れ

あ

い

緑

地

条

例

の

一

部

改

正

（

第

四

条

に

よ

る

改

正

）

新

旧

別

表

（

第

六

条

、

第

十

三

条

関

係

）

別

表

（

第

六

条

、

第

十

三

条

関

係

）

区

分

使

用

料

の

額

区

分

使

用

料

の

額
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テ

ニ

ス

コ

ー

ト

一

面

一

時

間

に

つ

き

二

二

〇

円

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

一

面

一

時

間

に

つ

き

二

一

〇

円

研

修

室

一

時

間

に

つ

き

三

六

〇

円

研

修

室

一

時

間

に

つ

き

三

五

〇

円

セ

ン

タ

ー

ハ

ウ

ス

会

議

室

一

時

間

に

つ

き

三

六

〇

円

セ

ン

タ

ー

ハ

ウ

ス

会

議

室

一

時

間

に

つ

き

三

五

〇

円

略

略

略

略

備

考

略

備

考

略
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秋田県立都市公園条例の一部を改正する条例案について

平成２６年２月２６日

都 市 計 画 課

１ 改正理由

都市公園の利用の促進を図るため秋田県立中央公園及び秋田県立北欧の杜公園の使用料

もり

の区分及び額を改めるとともに、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革

を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）による消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）の一部改正及び秋田県県税条例の一部を改正する条例

（平成２５年秋田県条例第４０号）の施行に伴い都市公園の使用料の額を引き上げる等の

必要がある。

＜改正方針＞

①都市公園の利用の促進を図るための改正（別表第３～４号関係）

・ 近隣同種施設との比較による改正

・ 利用者数の少ない曜日、時間帯の利用促進のための改正

・ 個人利用の推進のための改正

・ その他催し物（イベント）の利用促進のための改正

・ 利用実績のない使用料（入場料を徴収する場合）の廃止

②消費税の税率アップに伴う改正（別表第１～４号関係）

２ 改正内容

⑴ 公園施設の管理の許可を受けて使用する公園施設の使用料及び公園施設の設置の許可

を受けて使用する土地の使用期間が１月未満であるときの当該土地の使用料の額を引き

上げることとする。（別表第１号関係）

⑵ 都市公園の占用（施設及び１月に満たない土地の占用に限る。）に係る使用料の額を

引き上げることとする。（別表第２号関係）

⑶ 都市公園において興行をする場合及び競技会、集会その他これらに類する催しを開催

する場合の使用料の区分を改めるとともに、使用料の額を改定することとする。（別表

第３号関係）

⑷ 別表第４号に掲げる施設について、使用料の区分及び額を改めることとする。

３ 施行期日

平成２６年４月１日
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秋

田

県

立

都

市

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

新

旧

対

照

表

新

旧

別

表

（

第

十

四

条

関

係

）

別

表

（

第

十

四

条

関

係

）

一

法

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

公

園

施

設

を

設

置

し

、

又

は

管

理

す

一

法

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

公

園

施

設

を

設

置

し

、

又

は

管

理

す

る

場

合

の

使

用

料

る

場

合

の

使

用

料

使

用

料

の

額

（

使

用

面

積

一

平

使

用

料

の

額

（

使

用

面

積

一

平

区

分

方

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

一

年

）

区

分

方

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

一

年

）

略

略

略

略

一

平

方

メ

ー

ト

ル

当

た

り

の

公

一

平

方

メ

ー

ト

ル

当

た

り

の

公

公

園

施

設

の

管

理

の

許

可

を

受

け

て

有

財

産

台

帳

価

格

に

百

分

の

八

公

園

施

設

の

管

理

の

許

可

を

受

け

て

有

財

産

台

帳

価

格

に

百

分

の

八

使

用

す

る

公

園

施

設

・

六

四

を

乗

じ

て

得

た

額

使

用

す

る

公

園

施

設

・

四

を

乗

じ

て

得

た

額

備

考

備

考

一

～

三

略

一

～

三

略

四

土

地

の

使

用

期

間

が

一

月

未

満

で

あ

る

と

き

の

当

該

土

地

の

使

用

料

四

土

地

の

使

用

期

間

が

一

月

未

満

で

あ

る

と

き

の

当

該

土

地

の

使

用

料

の

額

は

、

備

考

三

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

額

に

一

・

〇

八

を

乗

じ

て

の

額

は

、

備

考

三

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

額

に

一

・

〇

五

を

乗

じ

て

得

た

額

と

す

る

。

得

た

額

と

す

る

。

五

略

五

略

二

法

第

六

条

第

一

項

又

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

都

市

公

園

を

占

用

す

る

二

法

第

六

条

第

一

項

又

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

都

市

公

園

を

占

用

す

る

場

合

の

使

用

料

場

合

の

使

用

料

（

表

略

）

（

表

略

）

備

考

備

考

一

～

三

略

一

～

三

略

四

都

市

公

園

の

占

用

（

施

設

及

び

一

月

に

満

た

な

い

土

地

の

占

用

に

限

四

都

市

公

園

の

占

用

（

施

設

及

び

一

月

に

満

た

な

い

土

地

の

占

用

に

限

る

。

）

に

係

る

使

用

料

の

額

は

、

こ

の

表

に

定

め

る

額

に

一

・

〇

八

を

る

。

）

に

係

る

使

用

料

の

額

は

、

こ

の

表

に

定

め

る

額

に

一

・

〇

五

を

乗

じ

て

得

た

額

と

す

る

。

乗

じ

て

得

た

額

と

す

る

。

五

～

八

略

五

～

八

略

三

第

四

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

行

為

を

す

る

場

合

の

使

用

料

三

第

四

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

行

為

を

す

る

場

合

の

使

用

料

使

用

料

の

使

用

料

の
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区

分

単

位

額

区

分

単

位

額

行

商

、

募

金

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

行

商

、

募

金

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

行

為

一

人

に

つ

き

一

日

八

七

〇

円

る

行

為

一

人

に

つ

き

一

日

八

五

〇

円

写

真

機

一

台

に

つ

二

〇

、

写

真

機

一

台

に

つ

二

〇

、

業

と

し

て

行

う

写

真

写

真

き

一

月

七

八

〇

円

業

と

し

て

行

う

写

真

写

真

き

一

月

二

〇

〇

円

又

は

映

画

の

撮

影

一

三

、

又

は

映

画

の

撮

影

一

三

、

映

画

一

日

に

つ

き

九

一

〇

円

映

画

一

日

に

つ

き

五

二

〇

円

秋

田

県

立

北

欧

の

杜

公

園

二

九

、

も

り

の

イ

ベ

ン

ト

一

日

に

つ

き

七

〇

〇

円

広

場

使

用

面

積

一

平

方

興

行

秋

田

県

立

北

興

行

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

一

〇

〇

円

欧

の

杜

公

園

使

用

面

積

一

平

方

一

日

も

り

の

イ

ベ

ン

ト

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

一

〇

〇

円

広

場

以

外

一

日

秋

田

県

立

北

欧

の

杜

公

園

二

九

、

も

り

の

イ

ベ

ン

ト

一

日

に

つ

き

七

〇

〇

円

競

技

会

、

集

会

そ

の

広

場

競

技

会

、

集

会

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

使

用

面

積

一

平

方

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

秋

田

県

立

北

す

る

催

し

の

開

催

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

一

〇

〇

円

催

し

の

開

催

欧

の

杜

公

園

使

用

面

積

一

平

方

一

日

も

り

の

イ

ベ

ン

ト

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

一

〇

〇

円

広

場

以

外

一

日

備

考

略

備

考

略

四

都

市

公

園

の

公

園

施

設

等

を

使

用

す

る

場

合

の

使

用

料

四

都

市

公

園

の

公

園

施

設

等

を

使

用

す

る

場

合

の

使

用

料

㈠

秋

田

県

立

小

泉

潟

公

園

㈠

秋

田

県

立

小

泉

潟

公

園

⑴

施

設

使

用

料

⑴

施

設

使

用

料

使

用

料

の

額

（

一

面

一

時

間

に

使

用

料

の

額

（

一

面

一

時

間

に

区

分

つ

き

）

区

分

つ

き

）
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平

日

二

二

〇

円

平

日

二

一

〇

円

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

土

曜

日

・

日

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

土

曜

日

・

日

曜

日

・

休

日

四

四

〇

円

曜

日

・

休

日

四

三

〇

円

備

考

略

備

考

略

⑵

器

具

使

用

料

⑵

器

具

使

用

料

区

分

使

用

料

の

額

区

分

使

用

料

の

額

バ

ド

ミ

ン

ト

ン

ラ

ケ

ッ

ト

一

本

一

回

に

つ

き

二

五

〇

円

バ

ド

ミ

ン

ト

ン

ラ

ケ

ッ

ト

一

本

一

回

に

つ

き

二

四

〇

円

テ

ニ

ス

ラ

ケ

ッ

ト

一

本

一

回

に

つ

き

二

五

〇

円

テ

ニ

ス

ラ

ケ

ッ

ト

一

本

一

回

に

つ

き

二

四

〇

円

略

略

略

略

㈡

秋

田

県

立

中

央

公

園

㈡

秋

田

県

立

中

央

公

園

⑴

施

設

使

用

料

⑴

施

設

使

用

料

県

営

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

セ

ン

タ

ー

及

び

県

営

屋

根

付

き

グ

ラ

ウ

県

営

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

セ

ン

タ

ー

及

び

県

営

屋

根

付

き

グ

ラ

ウ

(ｲ)

(ｲ)

ン

ド

以

外

の

公

園

施

設

ン

ド

以

外

の

公

園

施

設

使

用

料

の

額

使

用

料

の

額

公

開

正

午

公

開

正

午

時

間

か

ら

時

間

か

ら

の

開

公

開

の

開

公

開

区

分

始

時

時

間

区

分

始

時

時

間

刻

か

の

終

一

日

刻

か

の

終

一

日

ら

正

了

時

ら

正

了

時

午

ま

刻

ま

午

ま

刻

ま

で

で

で

で

一

二

一

時

間

に

つ

三

、

九

、

三

、

二

、

一

般

き

二

〇

ア

マ

チ

ュ

ア

一

般

一

〇

八

〇

九

〇

四

〇

〇

円

〇

円

ス

ポ

ー

ツ

に

〇

円

〇

円

〇

円

平

日

学

生

使

用

す

る

と

学

生

一

・

生

一

時

間

に

つ

二

、

き

・

生

四

、

六

、

〇

、

徒

・

き

四

〇

入

場

徒

・

四

〇

五

〇

九

〇

ア

マ

チ

ュ

ア

児

童

三

〇

〇

円

〇

円

料

を

児

童

〇

円

〇

円

〇

円
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ス

ポ

ー

ツ

に

徴

収

一

二

四

使

用

す

る

と

一

時

間

に

つ

四

、

す

る

八

、

七

、

五

、

き

土

曜

一

般

き

八

〇

場

合

平

日

三

〇

四

〇

七

〇

日

・

六

〇

〇

円

〇

円

そ

の

他

の

催

〇

円

〇

円

〇

円

日

曜

物

に

使

用

す

土

曜

日

・

学

生

一

時

間

に

つ

三

、

る

と

き

日

・

三

五

九

休

日

・

生

き

六

〇

日

曜

六

、

四

、

一

、

徒

・

四

五

〇

円

〇

円

日

・

七

〇

九

〇

六

〇

県

営

野

貸

切

児

童

県

営

野

貸

切

休

日

〇

円

〇

円

〇

円

球

場

使

用

球

場

使

用

一

時

間

に

つ

九

、

一

般

き

一

二

〇

一

一

ア

マ

チ

ュ

ア

、

一

五

〇

円

〇

円

平

日

七

、

〇

、

七

、

ス

ポ

ー

ツ

に

学

生

〇

〇

七

〇

七

〇

使

用

す

る

と

・

生

一

時

間

に

つ

四

、

〇

円

〇

円

〇

円

入

場

き

徒

・

き

三

二

料

を

児

童

五

四

〇

円

〇

円

そ

の

他

の

催

物

に

使

徴

収

一

二

用

す

る

と

き

し

な

九

、

三

、

二

、

土

曜

い

場

平

日

〇

五

八

〇

八

五

日

・

一

二

四

合

そ

の

他

の

催

〇

円

〇

円

〇

円

日

曜

八

、

八

、

七

、

物

に

使

用

す

土

曜

日

・

八

〇

二

〇

〇

〇

る

と

き

日

・

一

二

四

休

日

〇

円

〇

円

〇

円

日

曜

八

、

七

、

五

、

日

・

三

〇

四

〇

七

〇

休

日

〇

円

〇

円

〇

円

一

二

四

八

、

八

、

六

、

一

二

ア

マ

チ

ュ

ア

一

般

八

〇

一

〇

九

〇

九

、

四

、

四

、

ス

ポ

ー

ツ

に

〇

円

〇

円

〇

円

一

般

七

〇

五

〇

二

〇

使

用

す

る

と

学

生

一

二
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〇

円

〇

円

〇

円

き

・

生

八

、

三

、

一

、

入

場

徒

・

六

五

二

〇

八

五

料

を

児

童

〇

円

〇

円

〇

円

ア

マ

チ

ュ

ア

ス

ポ

ー

徴

収

三

五

九

ツ

に

使

用

す

る

と

き

す

る

七

、

六

、

三

、

場

合

平

日

五

〇

二

〇

七

〇

学

生

一

そ

の

他

の

催

〇

円

〇

円

〇

円

・

生

四

、

六

、

一

、

物

に

使

用

す

土

曜

徒

・

五

五

七

〇

二

五

る

と

き

日

・

七

一

一

一

八

児

童

〇

円

〇

円

〇

円

日

曜

四

、

二

、

七

、

日

・

八

〇

三

〇

一

〇

貸

切

貸

切

休

日

〇

円

〇

円

〇

円

使

用

使

用

一

二

九

、

四

、

三

、

一

二

三

ア

マ

チ

ュ

ア

一

般

四

〇

一

〇

五

〇

平

日

四

、

一

、

六

、

ス

ポ

ー

ツ

に

〇

円

〇

円

〇

円

県

営

陸

六

〇

八

〇

四

〇

県

営

陸

使

用

す

る

と

学

生

一

上

競

技

〇

円

〇

円

〇

円

上

競

技

き

・

生

四

、

六

、

〇

、

場

場

入

場

徒

・

四

〇

五

〇

九

〇

料

を

児

童

〇

円

〇

円

〇

円

そ

の

他

の

催

物

に

使

徴

収

一

二

四

用

す

る

と

き

し

な

八

、

八

、

六

、

土

曜

い

場

平

日

八

〇

一

〇

九

〇

日

・

三

五

九

合

そ

の

他

の

催

〇

円

〇

円

〇

円

日

曜

八

、

七

、

六

、

物

に

使

用

す

土

曜

日

・

六

〇

八

〇

四

〇

る

と

き

日

・

三

五

九

休

日

〇

円

〇

円

〇

円

日

曜

七

、

六

、

三

、

日

・

五

〇

二

〇

七

〇

休

日

〇

円

〇

円

〇

円

一

人

一

人

一

人

一

人
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に

つ

に

つ

に

つ

に

つ

一

般

一

人

に

つ

き

き

一

般

き

き

き

一

一

〇

円

二

二

二

四

二

四

四

八

〇

円

〇

円

〇

円

〇

円

貸

切

使

用

以

外

の

使

用

一

人

貸

切

使

用

以

外

の

使

用

一

人

一

人

一

人

学

生

に

つ

学

生

に

つ

に

つ

に

つ

・

生

一

人

に

つ

き

き

・

生

き

き

き

徒

・

一

一

〇

円

二

二

徒

・

一

一

一

一

二

二

児

童

〇

円

児

童

〇

円

〇

円

〇

円一

七

、

九

、

六

、

ア

マ

チ

ュ

ア

一

般

〇

五

四

〇

四

五

三

、

四

、

八

、

ス

ポ

ー

ツ

に

〇

円

〇

円

〇

円

一

般

五

五

八

五

四

〇

使

用

す

る

と

学

生

〇

円

〇

円

〇

円

き

・

生

三

、

四

、

七

、

入

場

徒

・

二

五

四

〇

六

五

料

を

児

童

〇

円

〇

円

〇

円

ア

マ

チ

ュ

ア

ス

ポ

ー

徴

収

一

二

三

ツ

に

使

用

す

る

と

き

す

る

二

、

〇

、

二

、

場

合

平

日

八

〇

〇

〇

八

〇

学

生

一

、

二

、

四

、

そ

の

他

の

催

〇

円

〇

円

〇

円

・

生

七

〇

三

〇

〇

〇

物

に

使

用

す

土

曜

徒

・

〇

円

〇

円

〇

円

る

と

き

日

・

二

三

六

児

童

日

曜

五

、

九

、

五

、

日

・

八

〇

八

〇

六

〇

貸

切

貸

切

休

日

〇

円

〇

円

〇

円

使

用

使

用

三

、

四

、

八

、

一

般

四

五

七

〇

一

五

一

ア

マ

チ

ュ

ア

〇

円

〇

円

〇

円

県

営

補

平

日

五

、

七

、

二

、

県

営

補

ス

ポ

ー

ツ

に

学

生
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助

陸

上

三

〇

三

〇

六

〇

助

陸

上

使

用

す

る

と

・

生

一

、

二

、

三

、

競

技

場

〇

円

〇

円

〇

円

競

技

場

入

場

き

徒

・

六

五

二

五

九

〇

料

を

児

童

〇

円

〇

円

〇

円

そ

の

他

の

催

物

に

使

徴

収

一

用

す

る

と

き

し

な

七

、

九

、

六

、

土

曜

い

場

平

日

〇

五

四

〇

四

五

日

・

一

二

三

合

そ

の

他

の

催

〇

円

〇

円

〇

円

日

曜

三

、

〇

、

三

、

物

に

使

用

す

土

曜

日

・

二

〇

六

〇

八

〇

る

と

き

日

・

一

二

三

休

日

〇

円

〇

円

〇

円

日

曜

二

、

〇

、

二

、

日

・

八

〇

〇

〇

八

〇

休

日

〇

円

〇

円

〇

円

一

人

一

人

一

人

一

人

に

つ

に

つ

に

つ

に

つ

一

般

一

人

に

つ

き

き

一

般

き

き

き

一

一

〇

円

二

二

二

四

二

四

四

八

〇

円

〇

円

〇

円

〇

円

貸

切

使

用

以

外

の

使

用

一

人

貸

切

使

用

以

外

の

使

用

一

人

一

人

一

人

学

生

に

つ

学

生

に

つ

に

つ

に

つ

・

生

一

人

に

つ

き

き

・

生

き

き

き

徒

・

一

一

〇

円

二

二

徒

・

一

一

一

一

二

二

児

童

〇

円

児

童

〇

円

〇

円

〇

円

一

面

一

面

一

面

に

つ

に

つ

に

つ

き

き

き

一

般

一

二

三

一

面

一

面

一

面

五

、

二

、

七

、

に

つ

に

つ

に

つ

ア

マ

チ

ュ

ア

三

〇

二

〇

五

〇

き

き

き

ス

ポ

ー

ツ

に

〇

円

〇

円

〇

円

一

般

一

一

使

用

す

る

と

一

面

一

面
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七

、

一

、

九

、

き

一

面

に

つ

に

つ

二

五

九

五

二

〇

学

生

に

つ

き

き

〇

円

〇

円

〇

円

・

生

き

一

一

徒

・

六

、

〇

、

七

、

入

場

児

童

五

〇

九

〇

四

〇

ア

マ

チ

ュ

ア

ス

ポ

ー

料

を

〇

円

〇

円

〇

円

ツ

に

使

用

す

る

と

き

徴

収

一

面

一

面

一

面

す

る

に

つ

に

つ

に

つ

場

合

き

き

き

平

日

三

四

七

一

面

一

面

一

面

〇

、

四

、

四

、

学

生

に

つ

に

つ

に

つ

四

〇

四

〇

八

〇

・

生

き

き

き

そ

の

他

の

催

〇

円

〇

円

〇

円

徒

・

三

、

五

、

八

、

物

に

使

用

す

一

面

一

面

一

面

児

童

三

五

五

五

九

〇

る

と

き

土

曜

に

つ

に

つ

に

つ

〇

円

〇

円

〇

円

日

・

き

き

き

日

曜

五

九

一

四

日

・

九

、

〇

、

九

、

休

日

七

〇

一

〇

八

〇

県

営

球

貸

切

県

営

球

貸

切

〇

円

〇

円

〇

円

技

場

使

用

技

場

使

用

一

面

一

面

一

面

に

つ

に

つ

に

つ

き

き

き

一

面

一

面

一

面

一

般

一

一

に

つ

に

つ

に

つ

七

、

一

、

八

、

き

き

き

ア

マ

チ

ュ

ア

〇

五

六

〇

六

五

平

日

一

一

二

ス

ポ

ー

ツ

に

〇

円

〇

円

〇

円

〇

、

七

、

八

、

使

用

す

る

と

一

面

一

面

一

面

九

〇

九

〇

八

〇

き

学

生

に

つ

に

つ

に

つ

〇

円

〇

円

〇

円

・

生

き

き

き
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徒

・

三

、

五

、

八

、

入

場

児

童

二

五

四

〇

六

五

料

を

〇

円

〇

円

〇

円

そ

の

他

の

催

物

に

使

徴

収

一

面

一

面

一

面

用

す

る

と

き

し

な

に

つ

に

つ

に

つ

い

場

き

き

き

合

平

日

一

二

三

一

面

一

面

一

面

五

、

二

、

七

、

土

曜

に

つ

に

つ

に

つ

三

〇

二

〇

五

〇

日

・

き

き

き

そ

の

他

の

催

〇

円

〇

円

〇

円

日

曜

三

四

七

物

に

使

用

す

一

面

一

面

一

面

日

・

一

、

五

、

七

、

る

と

き

土

曜

に

つ

に

つ

に

つ

休

日

三

〇

七

〇

〇

〇

日

・

き

き

き

〇

円

〇

円

〇

円

日

曜

三

四

七

日

・

〇

、

四

、

四

、

休

日

四

〇

四

〇

八

〇

〇

円

〇

円

〇

円

一

面

一

時

間

に

つ

き

平

日

二

二

〇

円

人

工

土

曜

芝

コ

日

・

平

日

一

面

一

時

間

に

つ

き

ー

ト

日

曜

一

面

一

時

間

に

つ

き

二

一

〇

円

日

・

四

四

〇

円

休

日

県

営

庭

球

場

一

面

一

時

間

に

つ

き

県

営

庭

球

場

平

日

一

一

〇

円

土

曜

ハ

ー

土

曜

日

・

ド

コ

日

・

日

曜

一

面

一

時

間

に

つ

き

ー

ト

日

曜

一

面

一

時

間

に

つ

き

日

・

四

三

〇

円

日

・

二

二

〇

円

休

日
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休

日

投

て

き

一

時

間

に

つ

き

投

て

き

一

時

間

に

つ

き

場

貸

切

使

用

六

一

〇

円

場

貸

切

使

用

五

九

〇

円

一

、

二

、

四

、

一

、

二

、

四

、

一

般

九

〇

八

五

七

五

一

般

八

五

七

五

六

〇

〇

円

〇

円

〇

円

〇

円

〇

円

〇

円

貸

切

使

用

学

生

貸

切

使

用

学

生

・

生

一

、

二

、

・

生

一

、

二

、

徒

・

九

〇

四

〇

三

〇

徒

・

八

七

三

五

二

二

児

童

〇

円

〇

円

〇

円

児

童

〇

円

〇

円

〇

円

ア

ー

チ

一

人

ア

ー

チ

一

人

一

人

一

人

ェ

リ

ー

に

つ

ェ

リ

ー

に

つ

に

つ

に

つ

場

一

般

一

人

に

つ

き

き

場

一

般

き

き

き

二

五

〇

円

五

〇

二

四

二

四

四

八

〇

円

〇

円

〇

円

〇

円

貸

切

使

用

以

外

の

使

用

一

人

貸

切

使

用

以

外

の

使

用

一

人

一

人

一

人

学

生

に

つ

学

生

に

つ

に

つ

に

つ

・

生

一

人

に

つ

き

き

・

生

き

き

き

徒

・

一

一

〇

円

二

二

徒

・

一

一

一

一

二

二

児

童

〇

円

児

童

〇

円

〇

円

〇

円

一

時

間

に

つ

き

一

時

間

に

つ

き

一

般

四

〇

〇

円

一

般

八

一

〇

円

野

球

広

学

生

野

球

広

学

生

場

貸

切

使

用

・

生

一

時

間

に

つ

き

場

貸

切

使

用

・

生

一

時

間

に

つ

き

徒

・

三

〇

〇

円

徒

・

三

八

〇

円

児

童

児

童

運

動

広

一

面

一

時

間

に

つ

き

運

動

広

一

面

一

時

間

に

つ

き

場

貸

切

使

用

一

、

二

〇

〇

円

場

貸

切

使

用

一

、

一

五

〇

円

一

人

に

つ

き

一

人

に

つ

き

一

般

四

二

〇

円

一

般

四

一

〇

円
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学

生

学

生

フ

ィ

ー

普

通

料

金

・

生

一

人

に

つ

き

フ

ィ

ー

普

通

料

金

・

生

一

人

に

つ

き

ル

ド

・

徒

・

二

二

〇

円

ル

ド

・

徒

・

二

一

〇

円

ア

ス

レ

児

童

ア

ス

レ

児

童

チ

ッ

ク

一

人

に

つ

き

チ

ッ

ク

一

人

に

つ

き

団

体

料

金

（

二

〇

人

以

上

の

一

般

三

四

〇

円

団

体

料

金

（

二

〇

人

以

上

の

一

般

三

三

〇

円

団

体

）

略

略

団

体

）

略

略

一

人

一

泊

に

つ

き

一

人

一

泊

に

つ

き

キ

ャ

ン

プ

場

一

般

二

一

〇

円

キ

ャ

ン

プ

場

一

般

二

〇

〇

円

略

略

略

略

自

転

車

一

時

間

に

つ

き

自

転

車

一

時

間

に

つ

き

モ

ト

ク

貸

切

使

用

一

般

二

、

一

〇

〇

円

モ

ト

ク

貸

切

使

用

一

般

二

、

〇

〇

〇

円

ロ

ス

場

略

略

ロ

ス

場

略

略

備

考

備

考

一

略

一

略

二

こ

の

表

に

お

い

て

「

入

場

料

」

と

は

、

使

用

者

が

い

ず

れ

の

名

義

で

す

る

か

を

問

わ

ず

、

県

営

野

球

場

、

県

営

陸

上

競

技

場

、

県

営

補

助

陸

上

競

技

場

又

は

県

営

球

技

場

（

備

考

六

に

お

い

て

「

県

営

野

球

場

等

」

と

い

う

。

）

の

入

場

者

か

ら

徴

収

す

る

そ

の

入

場

の

対

価

を

い

う

。

二

～

四

略

三

～

五

略

六

県

営

野

球

場

等

の

使

用

に

お

い

て

、

使

用

者

が

入

場

料

を

徴

収

し

な

い

場

合

で

、

営

業

そ

の

他

こ

れ

に

類

す

る

目

的

を

も

つ

て

使

用

す

る

と

き

の

使

用

料

の

額

は

、

入

場

料

を

徴

収

す

る

場

合

の

使

用

料

の

額

と

す

る

。

県

営

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

セ

ン

タ

ー

県

営

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

セ

ン

タ

ー

(ﾛ)

(ﾛ)

使

用

料

の

額

使

用

料

の

額

午

前

午

前

午

後

午

前

午

前

午

後

九

時

九

時

五

時

九

時

九

時

五

時

区

分

前

か

ら

後

区

分

前

か

ら

後

午

後

午

後
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五

時

五

時

ま

で

ま

で

一

面

一

面

一

面

一

時

一

時

一

時

間

に

間

に

間

に

つ

き

つ

き

つ

き

一

般

二

、

一

、

二

、

ア

マ

チ

ュ

ア

〇

五

四

五

〇

五

一

般

一

面

一

時

間

に

つ

き

ス

ポ

ー

ツ

に

〇

円

〇

円

〇

円

七

〇

〇

円

使

用

す

る

と

一

面

一

面

一

面

き

一

時

一

時

一

時

学

生

間

に

間

に

間

に

・

生

つ

き

つ

き

つ

き

徒

・

入

場

児

童

九

九

六

五

九

九

ア

マ

チ

ュ

ア

ス

ポ

ー

料

を

〇

円

〇

円

〇

円

ツ

に

使

用

す

る

と

き

徴

収

一

面

一

面

一

面

す

る

一

時

一

時

一

時

場

合

間

に

間

に

間

に

つ

き

つ

き

つ

き

平

日

六

、

四

、

六

、

学

生

九

五

六

〇

九

五

・

生

一

面

一

時

間

に

つ

き

そ

の

他

の

催

〇

円

〇

円

〇

円

徒

・

四

六

〇

円

物

に

使

用

す

一

面

一

面

一

面

児

童

る

と

き

一

時

一

時

一

時

土

曜

間

に

間

に

間

に

日

・

つ

き

つ

き

つ

き

日

曜

一

一
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日

・

三

、

九

、

三

、

休

日

八

〇

〇

五

八

〇

貸

切

貸

切

〇

円

〇

円

〇

円

使

用

使

用

一

面

一

面

一

面

一

時

一

時

一

時

間

に

間

に

間

に

つ

き

つ

き

つ

き

一

面

一

面

一

面

一

般

一

時

一

時

一

時

一

、

一

、

間

に

間

に

間

に

ア

マ

チ

ュ

ア

〇

〇

六

九

〇

〇

平

日

つ

き

つ

き

つ

き

ス

ポ

ー

ツ

に

〇

円

〇

円

〇

円

使

用

す

る

と

一

面

一

面

一

面

ア

二

、

一

、

二

、

ア

き

一

時

一

時

一

時

リ

六

五

八

〇

六

五

リ

学

生

間

に

間

に

間

に

ー

〇

円

〇

円

〇

円

ー

・

生

つ

き

つ

き

つ

き

ナ

ナ

徒

・

入

場

児

童

四

九

三

三

四

九

料

を

〇

円

〇

円

〇

円

県

そ

の

他

の

催

物

に

使

県

徴

収

一

面

一

面

一

面

営

用

す

る

と

き

営

し

な

一

時

一

時

一

時

ト

ト

い

場

間

に

間

に

間

に

レ

レ

合

つ

き

つ

き

つ

き

ー

一

面

一

面

一

面

ー

平

日

ニ

一

時

一

時

一

時

ニ

三

、

二

、

三

、

ン

土

曜

間

に

間

に

間

に

ン

四

五

三

五

四

五

グ

日

・

つ

き

つ

き

つ

き

グ

そ

の

他

の

催

〇

円

〇

円

〇

円

セ

日

曜

セ

物

に

使

用

す

一

面

一

面

一

面

ン

日

・

七

、

四

、

七

、

ン

る

と

き

一

時

一

時

一

時

タ

休

日

一

五

七

五

一

五

タ

土

曜

間

に

間

に

間

に

ー

〇

円

〇

円

〇

円

ー

日

・

つ

き

つ

き

つ

き
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日

曜

日

・

六

、

四

、

六

、

休

日

九

五

六

〇

九

五

〇

円

〇

円

〇

円

一

人

一

人

一

人

に

つ

に

つ

に

つ

一

般

一

人

に

つ

き

一

般

き

き

き

二

二

〇

円

三

五

二

四

三

五

〇

円

〇

円

〇

円

一

人

一

人

一

人

学

生

学

生

に

つ

に

つ

に

つ

・

生

一

人

に

つ

き

・

生

き

き

き

徒

・

一

一

〇

円

徒

・

一

六

一

一

一

六

児

童

児

童

〇

円

〇

円

〇

円

貸

切

使

用

以

外

の

使

用

一

、

貸

切

使

用

以

外

の

使

用

一

、

一

一

〇

一

二

〇

回

般

〇

円

回

般

〇

円

数

学

数

学

券

生

券

生

（

・

（

・

六

生

五

五

六

生

五

五

回

徒

〇

円

回

徒

〇

円

券

・

券

・

）

児

）

児

童

童

一

人

一

人

一

人

に

つ

に

つ

に

つ

一

般

一

人

に

つ

き

一

般

き

き

き

二

二

〇

円

三

五

二

四

三

五

〇

円

〇

円

〇

円
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一

人

一

人

一

人

学

生

学

生

に

つ

に

つ

に

つ

・

生

一

人

に

つ

き

・

生

き

き

き

徒

・

一

一

〇

円

徒

・

一

六

一

一

一

六

児

童

児

童

〇

円

〇

円

〇

円

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

ル

ー

ム

一

、

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

ル

ー

ム

一

、

一

一

〇

一

二

〇

回

般

〇

円

回

般

〇

円

数

学

数

学

券

生

券

生

（

・

（

・

六

生

五

五

六

生

五

五

回

徒

〇

円

回

徒

〇

円

券

・

券

・

）

児

）

児

童

童

備

考

備

考一

こ

の

表

に

お

い

て

「

入

場

料

」

と

は

、

使

用

者

が

い

ず

れ

の

名

義

で

す

る

か

を

問

わ

ず

、

県

営

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

セ

ン

タ

ー

の

ア

リ

ー

ナ

の

入

場

者

か

ら

徴

収

す

る

そ

の

入

場

の

対

価

を

い

う

。

一

～

三

略

二

～

四

略

五

県

営

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

セ

ン

タ

ー

の

ア

リ

ー

ナ

の

使

用

に

お

い

て

、

使

用

者

が

入

場

料

を

徴

収

し

な

い

場

合

で

、

営

業

そ

の

他

こ

れ

に

類

す

る

目

的

を

も

つ

て

使

用

す

る

と

き

の

使

用

料

の

額

は

、

入

場

料

を

徴

収

す

る

場

合

の

使

用

料

の

額

と

す

る

。

県

営

屋

根

付

き

グ

ラ

ウ

ン

ド

県

営

屋

根

付

き

グ

ラ

ウ

ン

ド

(ﾊ)

(ﾊ)

区

分

単

位

使

用

料

の

額

区

分

単

位

使

用

料

の

額

一

一

ア

マ

チ

ュ

ア

一

般

、

二

〇

〇

円

ア

マ

チ

ュ

ア

一

般

、

一

五

〇

円

ス

ポ

ー

ツ

に

学

生

ス

ポ

ー

ツ

に

学

生
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四

月

使

用

す

る

と

・

生

四

月

使

用

す

る

と

・

生

一

日

き

徒

・

一

面

五

四

〇

円

一

日

き

徒

・

一

面

五

二

〇

円

か

ら

児

童

一

時

か

ら

児

童

一

時

十

月

貸

切

間

に

二

三

十

月

貸

切

間

に

二

二

三

十

使

用

平

日

つ

き

、

〇

〇

〇

円

三

十

使

用

平

日

つ

き

、

四

〇

〇

円

一

日

そ

の

他

の

催

土

曜

一

日

そ

の

他

の

催

土

曜

ま

で

物

に

使

用

す

日

・

ま

で

物

に

使

用

す

日

・

の

間

る

と

き

日

曜

二

八

の

間

る

と

き

日

曜

二

八

に

使

日

・

、

九

〇

〇

円

に

使

日

・

、

一

〇

〇

円

用

す

休

日

用

す

休

日

る

場

一

般

二

二

〇

円

る

場

一

般

三

五

〇

円

合

学

生

一

人

合

学

生

一

人

貸

切

使

用

以

外

の

使

・

生

に

つ

貸

切

使

用

以

外

の

使

・

生

に

つ

県

営

屋

用

徒

・

き

一

一

〇

円

県

営

屋

用

徒

・

き

二

一

〇

円

根

付

き

児

童

根

付

き

児

童

グ

ラ

ウ

一

グ

ラ

ウ

一

ン

ド

ア

マ

チ

ュ

ア

一

般

、

四

〇

〇

円

ン

ド

ア

マ

チ

ュ

ア

一

般

、

三

五

〇

円

十

一

ス

ポ

ー

ツ

に

学

生

十

一

ス

ポ

ー

ツ

に

学

生

月

一

使

用

す

る

と

・

生

月

一

使

用

す

る

と

・

生

日

か

き

徒

・

六

四

〇

円

日

か

き

徒

・

六

二

〇

円

ら

翌

児

童

一

面

ら

翌

児

童

一

面

年

の

貸

切

一

時

二

三

年

の

貸

切

一

時

二

八

三

月

使

用

平

日

間

に

、

〇

〇

〇

円

三

月

使

用

平

日

間

に

、

一

〇

〇

円

三

十

そ

の

他

の

催

土

曜

つ

き

三

十

そ

の

他

の

催

土

曜

つ

き

一

日

物

に

使

用

す

日

・

一

日

物

に

使

用

す

日

・

ま

で

る

と

き

日

曜

二

八

ま

で

る

と

き

日

曜

三

三

の

間

日

・

、

九

〇

〇

円

の

間

日

・

、

八

〇

〇

円

に

使

休

日

に

使

休

日

用

す

一

般

二

二

〇

円

用

す

一

般

四

五

〇

円

る

場

学

生

一

人

る

場

学

生

一

人
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合

貸

切

使

用

以

外

の

使

・

生

に

つ

合

貸

切

使

用

以

外

の

使

・

生

に

つ

用

徒

・

き

一

一

〇

円

用

徒

・

き

三

二

〇

円

児

童

児

童

備

考

略

備

考

略

⑵

附

属

施

設

・

設

備

使

用

料

⑵

附

属

施

設

・

設

備

使

用

料

区

分

使

用

料

の

額

区

分

使

用

料

の

額

一

時

間

に

つ

き

一

時

間

に

つ

き

放

送

室

三

六

〇

円

放

送

室

三

五

〇

円

略

略

略

略

県

営

野

球

場

一

日

に

つ

き

県

営

野

球

場

一

日

に

つ

き

二

、

八

五

〇

円

二

、

七

五

〇

円

ス

コ

ア

ボ

ー

ド

一

試

合

に

つ

き

ス

コ

ア

ボ

ー

ド

一

試

合

に

つ

き

九

四

〇

円

九

一

〇

円

一

時

間

に

つ

き

一

時

間

に

つ

き

屋

内

練

習

場

三

六

〇

円

屋

内

練

習

場

三

五

〇

円

一

時

間

に

つ

き

一

時

間

に

つ

き

県

営

陸

上

競

技

場

会

議

室

三

六

〇

円

県

営

陸

上

競

技

場

会

議

室

三

五

〇

円

一

時

間

に

つ

き

一

時

間

に

つ

き

放

送

室

三

六

〇

円

放

送

室

三

五

〇

円

略

略

略

略

一

時

間

に

つ

き

一

時

間

に

つ

き

放

送

室

三

六

〇

円

放

送

室

三

五

〇

円

略

略

略

略

県

営

球

技

場

一

日

に

つ

き

県

営

球

技

場

一

日

に

つ

き

一

、

二

〇

〇

円

一

、

一

六

〇

円

ス

コ

ア

ボ

ー

ド

半

日

に

つ

き

ス

コ

ア

ボ

ー

ド

半

日

に

つ

き

六

〇

〇

円

五

八

〇

円

一

時

間

に

つ

き

一

時

間

に

つ

き

県

営

庭

球

場

放

送

室

三

六

〇

円

県

営

庭

球

場

放

送

室

三

五

〇

円

略

略

略

略
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一

時

間

に

つ

き

一

時

間

に

つ

き

会

議

室

三

六

〇

円

会

議

室

三

五

〇

円

県

営

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

セ

一

時

間

に

つ

き

県

営

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

セ

一

時

間

に

つ

き

ン

タ

ー

放

送

室

三

六

〇

円

ン

タ

ー

放

送

室

三

五

〇

円

略

略

略

略

一

時

間

に

つ

き

一

時

間

に

つ

き

会

議

室

四

六

〇

円

会

議

室

四

五

〇

円

県

営

屋

根

付

き

グ

ラ

ウ

一

時

間

に

つ

き

県

営

屋

根

付

き

グ

ラ

ウ

一

時

間

に

つ

き

ン

ド

放

送

室

四

六

〇

円

ン

ド

放

送

室

四

五

〇

円

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

備

考

略

備

考

略

⑶

器

具

使

用

料

⑶

器

具

使

用

料

区

分

使

用

料

の

額

区

分

使

用

料

の

額

一

台

一

時

間

に

つ

き

一

台

一

時

間

に

つ

き

バ

ッ

テ

ン

グ

ゲ

ー

ジ

三

六

〇

円

バ

ッ

テ

ン

グ

ゲ

ー

ジ

三

五

〇

円

一

式

一

試

合

に

つ

き

一

式

一

試

合

に

つ

き

硬

式

野

球

用

審

判

用

具

三

六

〇

円

硬

式

野

球

用

審

判

用

具

三

五

〇

円

一

台

一

時

間

に

つ

き

一

台

一

時

間

に

つ

き

ビ

デ

オ

カ

メ

ラ

二

五

〇

円

ビ

デ

オ

カ

メ

ラ

二

四

〇

円

略

略

略

略

一

本

一

回

に

つ

き

一

本

一

回

に

つ

き

バ

ド

ミ

ン

ト

ン

ラ

ケ

ッ

ト

二

五

〇

円

バ

ド

ミ

ン

ト

ン

ラ

ケ

ッ

ト

二

四

〇

円

一

本

一

回

に

つ

き

一

本

一

回

に

つ

き

テ

ニ

ス

ラ

ケ

ッ

ト

二

五

〇

円

テ

ニ

ス

ラ

ケ

ッ

ト

二

四

〇

円

略

略

略

略

一

台

一

時

間

に

つ

き

一

台

一

時

間

に

つ

き

バ

ッ

テ

ン

グ

マ

シ

ン

四

六

〇

円

バ

ッ

テ

ン

グ

マ

シ

ン

四

五

〇

円

一

台

一

時

間

に

つ

き

一

台

一

時

間

に

つ

き

ジ

ェ

ッ

ト

ヒ

ー

タ

ー

四

六

〇

円

ジ

ェ

ッ

ト

ヒ

ー

タ

ー

四

五

〇

円
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略

略

略

略

備

考

略

備

考

略

⑷

照

明

・

暖

房

使

用

料

⑷

照

明

・

暖

房

使

用

料

使

用

料

の

額

使

用

料

の

額

ア

マ

ア

マ

チ

ュ

そ

の

チ

ュ

そ

の

ア

ス

他

の

ア

ス

他

の

区

分

単

位

ポ

ー

催

物

区

分

単

位

ポ

ー

催

物

ツ

に

に

使

ツ

に

に

使

使

用

用

す

使

用

用

す

す

る

る

と

す

る

る

と

と

き

き

と

き

き

一

面

一

面

一

時

一

時

県

営

庭

球

場

照

明

間

に

六

五

〇

円

県

営

庭

球

場

照

明

間

に

六

三

〇

円

つ

き

つ

き

二

、

二

、

二

、

二

、

全

館

使

用

二

〇

八

五

全

館

使

用

一

〇

七

五

〇

円

〇

円

〇

円

〇

円

一

、

二

、

一

、

二

、

四

分

の

三

使

六

五

二

〇

四

分

の

三

使

六

〇

一

〇

照

明

用

〇

円

〇

円

照

明

用

〇

円

〇

円

一

、

一

、

一

、

一

、

二

分

の

一

使

一

〇

四

五

二

分

の

一

使

〇

五

四

〇

用

〇

円

〇

円

用

〇

円

〇

円

県

営

ト

四

分

の

一

使

五

四

七

五

県

営

ト

四

分

の

一

使

五

三

七

三

レ

ー

ニ

ア

リ

貸

切

用

一

時

〇

円

〇

円

レ

ー

ニ

ア

リ

貸

切

用

一

時

〇

円

〇

円

ン

グ

セ

ー

ナ

使

用

間

に

二

、

三

、

ン

グ

セ

ー

ナ

使

用

間

に

二

、

三

、

ン

タ

ー

全

館

使

用

つ

き

六

〇

四

五

ン

タ

ー

全

館

使

用

つ

き

五

〇

三

五

〇

円

〇

円

〇

円

〇

円
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二

、

二

、

一

、

二

、

四

分

の

三

使

〇

〇

六

〇

四

分

の

三

使

九

〇

五

〇

暖

房

用

〇

円

〇

円

暖

房

用

〇

円

〇

円

一

、

一

、

一

、

一

、

二

分

の

一

使

三

〇

七

五

二

分

の

一

使

二

五

七

〇

用

〇

円

〇

円

用

〇

円

〇

円

四

分

の

一

使

六

五

八

六

四

分

の

一

使

六

三

八

四

用

〇

円

〇

円

用

〇

円

〇

円

四

、

五

、

四

、

五

、

全

館

使

用

一

〇

四

五

全

館

使

用

〇

〇

三

〇

〇

円

〇

円

〇

円

〇

円

三

、

四

、

三

、

四

、

四

分

の

三

使

一

〇

一

〇

四

分

の

三

使

〇

〇

〇

〇

県

営

屋

根

付

き

貸

切

用

一

時

〇

円

〇

円

県

営

屋

根

付

き

貸

切

用

一

時

〇

円

〇

円

グ

ラ

ウ

ン

ド

使

用

照

明

間

に

二

、

二

、

グ

ラ

ウ

ン

ド

使

用

照

明

間

に

二

、

二

、

二

分

の

一

使

つ

き

〇

五

七

五

二

分

の

一

使

つ

き

〇

〇

六

五

用

〇

円

〇

円

用

〇

円

〇

円

一

、

一

、

一

、

一

、

四

分

の

一

使

〇

五

四

〇

四

分

の

一

使

〇

〇

三

五

用

〇

円

〇

円

用

〇

円

〇

円

備

考

略

備

考

略

㈢

秋

田

県

立

北

欧

の

杜

公

園

㈢

秋

田

県

立

北

欧

の

杜

公

園

も

り

も

り

⑴

施

設

使

用

料

⑴

施

設

使

用

料

区

分

使

用

料

の

額

区

分

使

用

料

の

額

一

時

間

に

つ

き

一

時

間

に

つ

き

第

一

全

区

画

七

一

〇

円

第

一

全

区

画

六

九

〇

円

パ

ー

ク

研

修

一

時

間

に

つ

き

パ

ー

ク

研

修

一

時

間

に

つ

き

セ

ン

タ

室

二

分

の

一

区

画

三

六

〇

円

セ

ン

タ

室

二

分

の

一

区

画

三

五

〇

円

ー

一

時

間

に

つ

き

ー

一

時

間

に

つ

き

第

二

研

修

室

九

四

〇

円

第

二

研

修

室

九

一

〇

円
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一

区

画

一

泊

に

つ

き

一

区

画

一

泊

に

つ

き

電

源

を

使

用

す

る

場

宿

泊

四

、

六

〇

〇

円

電

源

を

使

用

す

る

場

宿

泊

五

、

〇

〇

〇

円

テ

ン

合

略

略

テ

ン

合

略

略

ト

サ

一

区

画

一

泊

に

つ

き

ト

サ

一

区

画

一

泊

に

つ

き

イ

ト

電

源

を

使

用

し

な

い

宿

泊

四

、

一

〇

〇

円

イ

ト

電

源

を

使

用

し

な

い

宿

泊

四

、

〇

〇

〇

円

場

合

略

略

場

合

略

略

オ

ー

ト

一

区

画

一

泊

に

つ

き

オ

ー

ト

一

区

画

一

泊

に

つ

き

キ

ャ

ン

宿

泊

六

、

七

〇

〇

円

キ

ャ

ン

宿

泊

六

、

五

〇

〇

円

プ

場

キ

ャ

ン

ピ

ン

グ

カ

ー

サ

イ

ト

日

帰

一

区

画

一

回

に

つ

き

プ

場

キ

ャ

ン

ピ

ン

グ

カ

ー

サ

イ

ト

日

帰

一

区

画

一

回

に

つ

き

り

二

、

一

〇

〇

円

り

二

、

〇

〇

〇

円

一

台

一

泊

に

つ

き

一

台

一

泊

に

つ

き

宿

泊

一

三

、

四

〇

〇

円

宿

泊

一

三

、

〇

〇

〇

円

ト

レ

ー

ラ

ー

ハ

ウ

ス

日

帰

一

台

一

回

に

つ

き

ト

レ

ー

ラ

ー

ハ

ウ

ス

日

帰

一

台

一

回

に

つ

き

り

六

、

二

〇

〇

円

り

六

、

〇

〇

〇

円

一

面

一

時

間

に

つ

き

一

面

一

時

間

に

つ

き

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

二

二

○

円

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

二

一

〇

円

一

人

三

時

間

に

つ

き

平

日

三

〇

〇

円

土

曜

一

般

日

・

一

般

一

人

三

時

間

に

つ

き

パ

ー

ク

日

曜

一

人

三

時

間

に

つ

き

パ

ー

ク

三

〇

〇

円

ゴ

ル

フ

日

・

四

〇

〇

円

ゴ

ル

フ

場

休

日

場

一

人

三

時

間

に

つ

き

一

人

三

時

間

に

つ

き

学

生

・

生

徒

・

児

童

二

〇

〇

円

学

生

・

生

徒

・

児

童

二

〇

〇

円

回

数

券

一

般

一

、

五

〇

〇

円

回

数

券

一

般

一

、

五

〇

〇

円

（

六

回

券

）

学

生

・

生

徒

・

児

童

一

、

〇

〇

〇

円

（

六

回

券

）

学

生

・

生

徒

・

児

童

一

、

〇

〇

〇

円

備

考

備

考

一

・

二

略

一

・

二

略

三

こ

の

表

に

お

い

て

「

休

日

」

と

は

、

国

民

の

祝

日

に

関

す

る

法

律

第
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三

条

に

規

定

す

る

休

日

を

い

う

。

⑵

略

⑵

略

⑶

器

具

使

用

料

⑶

器

具

使

用

料

区

分

使

用

料

の

額

区

分

使

用

料

の

額

略

略

略

略

一

式

一

時

間

に

つ

き

一

式

一

時

間

に

つ

き

拡

声

装

置

三

六

〇

円

拡

声

装

置

三

五

〇

円

一

本

一

回

に

つ

き

一

本

一

回

に

つ

き

テ

ニ

ス

ラ

ケ

ッ

ト

二

五

〇

円

テ

ニ

ス

ラ

ケ

ッ

ト

二

四

〇

円

略

略

略

略

備

考

略

備

考

略
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流域下水道維持管理負担金単価流域下水道維持管理負担金単価流域下水道維持管理負担金単価流域下水道維持管理負担金単価のののの改定改定改定改定についてについてについてについて

平成２６年２月２６日

下 水 道 課

１１１１ 改定理由改定理由改定理由改定理由

現在の負担金単価は、臨海処理区が平成２３年３月に、臨海処理区以外は平成２１年

３月に関連市町村と覚書を取り交わして定めているが、いずれも適用期間が平成２６年

３月３１日までとなっているため、経営計画を見直し、一部負担金単価を改定するもの

である。

《負担金単価》

・各処理区の負担金単価は、供用開始後、概ね３０年～３５年で公債費を含めた

累積赤字を解消する経営計画を基に、５年ごとの収支バランスを考慮して定め

ている。

・負担金は、維持管理費、建設・更新費の起債元利償還費である公債費の支出及

び累積赤字の解消に充てられる。

２２２２ 各処理区各処理区各処理区各処理区のののの経営状況及経営状況及経営状況及経営状況及びびびび改定方針改定方針改定方針改定方針

○○○○臨海処理区臨海処理区臨海処理区臨海処理区

平成２１年度に累積赤字を解消、累積黒字に転じており、経営状況は良好であるた

め、同額で継続する。

○○○○横手処理区横手処理区横手処理区横手処理区

平成２４年度に累積赤字を解消、累積黒字に転じており、平成２５年度以降さらに累

積黒字が増大する見込みであることより、単価の引き下げを行う。

○○○○大館処理区大館処理区大館処理区大館処理区

順調に累積赤字を減らしており、単価の引き下げを行い、供用開始後概ね３０年（平成

３４年頃）で累積赤字を解消する。

○○○○大曲大曲大曲大曲・・・・鹿角処理鹿角処理鹿角処理鹿角処理区

単年度黒字には転じているが、供用開始後概ね３５年（大曲：平成３５年頃、鹿角：

平成４１年頃）で累積赤字を解消するため、当面、同額で継続する。

３３３３ 改定負担金単価改定負担金単価改定負担金単価改定負担金単価

各処理区の経営実績及び今後の流入見込みや建設・維持管理費等を踏まえた経営計画

により、次のように一部負担金単価を改定する。

（現行単価） （改定単価）

臨海処理区 ３３ 円/m3 → ３３ 円/m3 （同額で継続 )

大曲処理区 １１０ 円/m3 → １１０ 円/m3 （同額で継続 )

横手処理区横手処理区横手処理区横手処理区 １００１００１００１００ 円/円/円/円/m3 → ５３m3 → ５３m3 → ５３m3 → ５３ 円/円/円/円/m3m3m3m3 （（（（４７４７４７４７円/円/円/円/m3m3m3m3引下引下引下引下げ)げ)げ)げ)

大館処理区大館処理区大館処理区大館処理区 １００１００１００１００ 円/円/円/円/m3 → ９０m3 → ９０m3 → ９０m3 → ９０ 円/円/円/円/m3m3m3m3 （（（（１０１０１０１０円/円/円/円/m3m3m3m3引下引下引下引下げげげげ））））

鹿角処理区 １１５ 円/m3 → １１５ 円/m3 （同額で継続 )
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管 理 運 営 費 の 内 訳 と 収 支 段 階

歳 出歳 出歳 出歳 出 歳 入歳 入歳 入歳 入 歳 出歳 出歳 出歳 出 歳 入歳 入歳 入歳 入

②元利

　償還

②元利

　償還

①維持

管理費

①維持

管理費

⑥累積

　赤字赤字赤字赤字

⑥累積

赤字赤字赤字赤字

歳 出歳 出歳 出歳 出 歳 入歳 入歳 入歳 入 歳 出歳 出歳 出歳 出 歳 入歳 入歳 入歳 入

②元利

　償還

②元利

　償還

①維持

管理費

①維持

管理費

⑥累積

　黒字黒字黒字黒字

⑥累積

　黒字黒字黒字黒字

     　  

　    　

段段段段 階階階階 ＡＡＡＡ 【【【【 累累累累 積積積積 赤赤赤赤 字字字字 増増増増 加加加加 段段段段 階階階階 】】】】 段段段段 階階階階 ＢＢＢＢ 【【【【 累累累累 積積積積 赤赤赤赤 字字字字 返返返返 済済済済 段段段段 階階階階 】】】】

⑤維持

管理負担

金⑤維持

管理負担

金

段段段段 階階階階 ＣＣＣＣ 【【【【 累累累累 積積積積 赤赤赤赤 字字字字 解解解解 消消消消 ・・・・ 累累累累 積積積積 黒黒黒黒 字字字字 形形形形 成成成成 段段段段 階階階階 】】】】 段段段段 階階階階 ＤＤＤＤ 【【【【 累累累累 積積積積 黒黒黒黒 字字字字 還還還還 元元元元 段段段段 階階階階 】】】】

⑤維持

管理負担

金

⑤維持

管理負担

金

0

100

200

300

400

500

600

700

-2,100

-1,600

-1,100

-600

-100

400

900

(一万m3)

①維…

②公…

①公債費
①公債費

①公債費

①公債費

x②維持

管理費

x②維持

管理費

x②維持

管理費

x②維持

管理費

【歳出】 【歳入】 【その他】

①公債費（起債 ③一般会計繰入金（基準外） ⑥累積収支

元利償還費） ④一般会計繰入金（基準内） ⑦流入水量

②維持管理費 [交付税措置相当額]

⑤維持管理負担金（市町村）

④

③

④

④

歳出＜歳入の場合で

累積赤字がある場合

歳入の余剰分により

累積赤字を返済

（ 歳出＜歳入の場合 ）

一般会計繰入金（基準

外）を累積赤字として計

上

③ 一般会計繰入金

（基準外）

④ 一般会計繰入金

（基準内）

[交付税措置相当額]

( 歳出＜歳入で累積赤字解消後の場合 )

歳入の余剰分を累積黒字として計上

（ 歳出＞歳入で累積黒字がある場合 ）

歳入の不足分を累積黒字から補填（累積黒字の還元）

④ 一般会計繰入金

（基準内）

[交付税措置相当額]

④ 一般会計繰入金

（基準内）

[交付税措置相当額]

④ 一般会計繰入金

（基準内）

[交付税措置相当額]

鹿

角

臨

海

横

手

大

館

大

曲

供用開始直後は、流入量も少なく負担金収入で賄え

ないことから、一般会計繰入金（基準外）を充当。

流入量の伸びに伴い負担金収

入が増加したことなどから、歳

入余剰分による累積した一般

会計繰入金（基準外）の返済を

開始。

累積赤字（累積した一般

会計繰入金[基準外]）を

解消し、累積黒字に転じ

る。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

④

管 理 運 営 収 支 の 推 移
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秋田県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案について

平成２６年２月２６日

道 路 課

１ 改正理由

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）による消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）の一部改正、秋田県県税条例の一部を改正する条例（平成

２５年秋田県条例第４０号）の施行、及び道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第３９条第１項の改正に伴い、県が管理する道路占用に関わる条例を改正する必

要がある。

２ 改正内容

⑴ 道路占用は、原則非課税であるが、占用期間が１月未満のものに係る占用に

ついては、消費税が課税されるため、現行の１．０５を１．０８に改めること

とする。（第２条関係）

⑵ 消費税法の改正により、督促手数料の額は、督促状１通につき５２円（現行

５０円）とすることとする。（第５条関係）

⑶ 道路法の改正により、国の行う事業に係る占用料は、徴収しないこととされ

たので、道路の占用料を減免することができる占用物件から、国の行う事業に

係る占用物件を除外することとする。（第３条関係）

※ 元々、「国の行う事業については、道路の占用料を減免することがで

きる」ものとされてきたが、道路法の改正により、「徴収しない」こと

とされたため、条例の当該項目を削除する。

３ 施行期日

平成２６年４月１日

ただし、２⑶は公布の日
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秋

田

県

道

路

占

用

料

徴

収

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

新

旧

対

照

表

新

旧

（

占

用

料

の

額

）

（

占

用

料

の

額

）

第

二

条

略

第

二

条

略

２

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

占

用

の

期

間

が

一

月

未

満

の

も

の

に

つ

い

２

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

占

用

の

期

間

が

一

月

未

満

の

も

の

に

つ

い

て

の

占

用

料

の

額

は

、

別

表

占

用

料

の

欄

に

定

め

る

金

額

に

、

当

該

占

用

の

て

の

占

用

料

の

額

は

、

別

表

占

用

料

の

欄

に

定

め

る

金

額

に

、

当

該

占

用

の

期

間

に

相

当

す

る

期

間

を

同

表

占

用

料

の

単

位

の

欄

に

定

め

る

期

間

で

除

し

期

間

に

相

当

す

る

期

間

を

同

表

占

用

料

の

単

位

の

欄

に

定

め

る

期

間

で

除

し

て

得

た

数

を

乗

じ

て

得

た

額

に

一

・

〇

八

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

が

百

て

得

た

数

を

乗

じ

て

得

た

額

に

一

・

〇

五

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

が

百

円

に

満

た

な

い

場

合

に

あ

つ

て

は

、

百

円

）

と

す

る

。

た

だ

し

、

当

該

占

用

円

に

満

た

な

い

場

合

に

あ

つ

て

は

、

百

円

）

と

す

る

。

た

だ

し

、

当

該

占

用

の

期

間

が

翌

年

度

に

わ

た

る

場

合

に

お

い

て

は

、

同

表

占

用

料

の

欄

に

定

め

の

期

間

が

翌

年

度

に

わ

た

る

場

合

に

お

い

て

は

、

同

表

占

用

料

の

欄

に

定

め

る

金

額

に

、

各

年

度

に

お

け

る

占

用

の

期

間

に

相

当

す

る

期

間

を

同

表

占

用

る

金

額

に

、

各

年

度

に

お

け

る

占

用

の

期

間

に

相

当

す

る

期

間

を

同

表

占

用

料

の

単

位

の

欄

に

定

め

る

期

間

で

除

し

て

得

た

数

を

乗

じ

て

得

た

額

に

一

・

料

の

単

位

の

欄

に

定

め

る

期

間

で

除

し

て

得

た

数

を

乗

じ

て

得

た

額

に

一

・

〇

八

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

が

百

円

に

満

た

な

い

場

合

に

あ

つ

て

は

、

〇

五

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

が

百

円

に

満

た

な

い

場

合

に

あ

つ

て

は

、

百

円

）

の

合

計

額

と

す

る

。

百

円

）

の

合

計

額

と

す

る

。

（

占

用

料

の

減

免

）

（

占

用

料

の

減

免

）

第

三

条

知

事

は

、

次

に

掲

げ

る

占

用

物

件

に

係

る

占

用

料

に

つ

い

て

、

特

に

第

三

条

知

事

は

、

次

に

掲

げ

る

占

用

物

件

に

係

る

占

用

料

に

つ

い

て

、

特

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

前

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

同

条

に

規

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

前

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

同

条

に

規

定

す

る

額

の

範

囲

内

に

お

い

て

別

に

占

用

料

の

額

を

定

め

、

又

は

占

用

料

を

定

す

る

額

の

範

囲

内

に

お

い

て

別

に

占

用

料

の

額

を

定

め

、

又

は

占

用

料

を

徴

収

し

な

い

こ

と

が

で

き

る

。

徴

収

し

な

い

こ

と

が

で

き

る

。

一

略

一

略

二

二

法

第

三

十

五

条

に

規

定

す

る

事

業

（

令

第

十

八

条

に

規

定

す

る

事

業

を

地

方

財

政

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

九

号

）

第

六

条

に

規

定

す

除

く

。

）

及

び

地

方

財

政

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

九

号

）

第

六

条

る

公

営

企

業

に

係

る

も

の

に

規

定

す

る

公

営

企

業

に

係

る

も

の

三

～

六

略

三

～

六

略

（

督

促

手

数

料

及

び

延

滞

金

）

（

督

促

手

数

料

及

び

延

滞

金

）

第

五

条

略

第

五

条

略

２

前

項

の

督

促

手

数

料

の

額

は

、

督

促

状

一

通

に

つ

き

五

十

二

円

と

す

る

。

２

前

項

の

督

促

手

数

料

の

額

は

、

督

促

状

一

通

に

つ

き

五

十

円

と

す

る

。
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３

・

４

略

３

・

４

略
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秋田県水防協議会条例の一部を改正する条例案について

平成２６年２月２６日

河 川 砂 防 課

１ 改正理由

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律（平成２５年法律第４４号）による水防法（平成２４年法律第１９３号）の一

部改正により、秋田県水防協議会の委員の定数を定める必要がある。

２ 内容

水防法第８条第３項の規定により設置する秋田県水防協議会の委員の定数は、１５人

以内とする。（第３条関係）

３ 施行期日

平成２６年４月１日

４ 水防協議会について

（１）所掌業務

水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議する。

（２）委員の構成

関係行政機関の職員、水防に関係のある団体の代表者

（３）改正前の法律に定める定数・・・・１５人以内

（４）現在の秋田県水防協議会について

① 会長 １人（秋田県知事）

② 委員 １５人

（構成内訳）

町村会の代表、水防関係団体の代表者、工作物の管理者、輸送関係職員、通

信関係職員、気象関係職員、水防に密接な関係のある者、国の関係行政機関の

職員、警察関係職員、消防関係職員、土木関係職員（昭和２４年建設次官通牒

による）
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秋

田

県

水

防

協

議

会

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

新

旧

対

照

表

新

旧

（

委

員

）

（

委

員

の

任

期

）

第

三

条

委

員

の

定

数

は

、

十

五

人

以

内

と

す

る

。

第

三

条

２

関

係

行

政

機

関

の

職

員

で

あ

る

委

員

の

任

期

は

、

当

該

職

に

在

る

期

間

と

関

係

行

政

機

関

の

職

員

で

あ

る

委

員

の

任

期

は

、

当

該

職

に

在

る

期

間

と

し

、

そ

の

他

の

委

員

の

任

期

は

二

年

と

す

る

。

た

だ

し

、

補

欠

の

委

員

の

任

し

、

そ

の

他

の

委

員

の

任

期

は

二

年

と

す

る

。

但

し

、

補

欠

の

任

期

は

、

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。

期

は

、

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。

３

略

２

略

水

防

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

百

九

十

三

号

）

（

抄

）

新

旧

（

都

道

府

県

水

防

協

議

会

）

（

都

道

府

県

水

防

協

議

会

）

第

八

条

略

第

八

条

略

２

略

２

略

３

都

道

府

県

水

防

協

議

会

は

、

会

長

及

び

委

員

を

も

っ

て

組

織

す

３

都

道

府

県

水

防

協

議

会

は

、

会

長

一

人

及

び

委

員

十

五

人

以

内

で

組

織

す

る

。

る

。

４

・

５

略

４

・

５

略
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一級河川指定の変更について

平成２６年２月２６日

河 川 砂 防 課

１ 概 要

一級河川桂川の河川指定の変更について、国土交通大臣から意見を求められたので、

河川法第４条第６項の規定に基づき、知事の意見案について県議会の議決を得るため、

議案を提出する。

一級河川桂川および普通河川かも川は、由利本荘市岩谷町の市街地を流下し、度々、

住家の浸水や国道１０５号の通行止めなどの被害があった。

岩谷町の洪水被害を軽減するため、桂川及びかも川流域の洪水は極力桂川放水路でバ

イパスし下流域に流下させることとし、かも川の洪水を分流するため桂川を延伸する。

２ 略 図

桂川上流端（A）から３５０ｍ延伸。

旧 新

略 図 普 350m 普

通 通

桂 桂 ･ 河 桂 桂 ・ 河

川 (A) 川 川 (A) 川

放 川 か 放 川 か

水 も 水 も

路 川 路 川

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

← 芋 川 ← 芋 川

３ 位置図
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秋田県建築士審査会の委員の定数を定める条例案について

平成２６年２月２６日

建 築 住 宅 課

１ 制定理由

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律（平成２５年法律第４４号）による建築士法（昭和２５年法律第２０２号）の

一部改正により、秋田県建築士審査会の委員の定数を定める必要がある。

２ 内容

建築士法第２８条の規定により設置する秋田県建築士審査会の委員の定数は、８人以

内とすることとする。

３ 施行期日

平成２６年４月１日

４ 建築士審査会について

（１）所掌事務

二級・木造建築士の試験事務及び建築士法によりその権限に属された事項（建築士、

建築士事務所に対する処分に対する同意等）を処理する。

（２）委員の構成

建築士であること（建築士法第２９条第３項）

（３）改正前の法律に定める定数・・・・１０人以内

（４）現在の秋田県建築士審査会について

① 委員数 ８人

② 委員構成内訳 建築士


